
１０ 

看
護
師
・
保
健
師
嘱
託
職
員
の
募
集 

  

勤
務
内
容
　
太
田
保
育
所
に
勤
務
し
、乳
幼

児
の
保
健
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

応
募
資
格
　
保
健
師
ま
た
は
看
護
師
資
格

を
持
ち
、
８
月
１
日
か
ら
勤
務
可
能
な
方 

応
募
期
限
　
７
月
８
日（
金
）ま
で 

募
集
人
数
　
１
名 

選
考
方
法
　
面
接 

必
要
書
類
　
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）、
資

格
証
の
写
し 

 

子
育
て
講
座
　
あ
い
あ
い
ル
ー
ム 

  

　
保
育
所
の
保
育
士
、
調
理
師
ら
が
持
っ

て
い
る
保
育
の
知
識
を
、
地
区
に
出
か
け

て
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
ま
す
。
お
お
む
ね

10
人
以
上
お
集
ま
り
の
会
合
で
あ
れ
ば
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
出
か
け
ま
す
。 

内
容
　
手
遊
び
や
手
作
り
お
や
つ
な
ど
を

紹
介
し
ま
す
。 

対
象
　
自
治
会
や
婦
人
会
、
企
業
な
ど
の

会
合
の
際
に
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

高
齢
受
給
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す 

  

　
８
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。 

　
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
７
月
下
旬

に
該
当
す
る
方
へ
直
接
郵
送
し
ま
す
。
今

ま
で
使
っ
て
い
た
高
齢
受
給
者
証
は
８
月

１
日
か
ら
使
え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
使
え
な
く
な
っ
た
高
齢
受
給
者

証
は
、
各
家
庭
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。 

ゆ
ず
り
ま
す
　
も
と
め
ま
す 

  
ゆ
ず
り
ま
す
　
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
ベ
ビ

ー
カ
ー
・
幼
児
用
ペ
ダ
ル
式
自
転
車
・
運

搬
タ
ン
ク
・
コ
ン
バ
イ
ン
・
冷
蔵
庫
・
三

輪
車
・
屋
内
用
滑
り
台
・
学
習
机
・
精
米

機
・
24
時
間
風
呂  
ほ
か 

も
と
め
ま
す
　
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
庄
東
小
制

服（
女
児
用
）・
ハ
シ
ゴ
・
血
圧
計
・
車
椅

子
・
全
自
動
洗
濯
機
・
エ
ア
コ
ン
・
除
湿

機
・
畑
用
耕
運
機
・
和
ダ
ン
ス
・
か
や
・

電
動
自
転
車
・
２
段
ベ
ッ
ド 

ほ
か 

くらしの情報 

砺波市役所　tel３３-１１１１・fax３３-５３２５ 

公
営
・
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の 

　
　
　
　
入
居
者
を
募
集
し
ま
す 

  

　
公
営
住
宅
（
収
入
月
額
20
万
円
未
満
の

方
）、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
収
入
月
額

20
万
円
以
上
の
方
）
を
対
象
と
し
た
市
営

住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。 

　(

詳
細
は
申
込
期
間
中
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す) 

入
居
資
格 

①
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族 

　
の
あ
る
方 

②
収
入
の
基
準
を
満
た
す
方 

③
住
宅
を
必
要
と
し
て
い
る
方 

申
込
期
間 

公
営
住
宅
　
７
月
１
日（
金
）〜
14
日（
木
） 

　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
随

時
受
付
し
ま
す
。 

 

臨
時
保
育
士
募
集
の
お
知
ら
せ 

  

　
市
で
は
、
保
育
所
で
臨
時
に
保
育
士
が

必
要
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
勤
務
し
て
い

た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

応
募
資
格
　
保
育
士
資
格
を
お
持
ち
の
方 

選
考
方
法
　
面
接
（
随
時
） 

必
要
書
類
　
履
歴
書
（
写
真
貼
付
） 

　
　
　
　
　
資
格
証
の
写
し 

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

学
校
建
設
室
　
　
　
　
内
線
３
７
１
 

く
ら
し
・
行
政 

く
ら
し
・
行
政 

高
齢
児
童
課
　
　
　
内
線
１
５
３
 

高
齢
児
童
課
　
　
　
内
線
１
５
３
 

高
齢
児
童
課
　
　
　
内
線
１
５
２
 

市
民
課
　
　
内
線
１
３
６
〜
１
３
９ 

都
市
整
備
課
　
　
　
内
線
２
４
３ 

　入院したときの食事代は、１日あたり下記の標準負担額となっています。 
　入院時または事前の申請により、「国民健康保険標準負担額減額認定証」「国
民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」「老人医療の限度額適用・標準
負担額減額認定証」の交付を受け、病院等へ提示された方は、食事代が減額され

【申請に必要なもの】 
①国民健康保険に加入している方……国民健康保険証、印鑑、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢受給者証（70歳以上の方） 
②老人保健で医療を受けている方……健康保険証、老人医療受給者証、印鑑 
 
　既に交付を受けている方の減額認定証の有効期限は、７月31日までとなってい
ます。交付要件を満たしている方には、市より更新手続きのご案内をいたします。
　引き続き減額認定証の交付を希望される方は、窓口へ申請ください。 

入院時の食事代標準負担額（１日あたり） 

＊１　世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 
＊２　70歳以上の方で、世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。 
　　　老人医療受給者で、世帯員全員が住民税非課税の方。 
＊３　70歳以上の方で、世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税かつ、所得が一定基準に 
　　　満たない方。老人医療受給者で、世帯員全員が住民税非課税かつ、所得が一定基準に満たない方。 

問合せ　市民課国保年金係　　内線１３６～１３９ 

一般、一定以上所得者 

低所得Ⅰ 

７８０円 

６５０円 

５００円 

３００円 

住民税非課税 
世帯 
低所得Ⅱ 

９０日までの入院 

９０日を超える入院 
　（過去12カ月の入院日数） 

＊1

＊2

＊3

生
活
環
境
課
　
　
　
内
線
１
４
２
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１１ 

ワ
ク
ワ
ク
と
な
み
野
大
発
見 

〜
と
な
み
野
に
遊
ぶ 

  

砺
波
広
域
圏
ふ
る
さ
と
再
発
見 

　
　
　
　  

バ
ス
ツ
ア
ー
参
加
者
募
集 

対
象
　
小
学
校
５
・
６
年
生 

と
き
　
８
月
11
日（
木
） 

　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時 

参
加
費
　
２
０
０
円（
傷
害
保
険
料
と
し
て
） 

コ
ー
ス
　 

　
次
の
３
コ
ー
ス
の
中
か
ら
選
ん
で
ね
。 

①
城
端
↓
い
な
み
木
彫
り
の
里
創
遊
館
↓

庄
川
水
記
念
公
園
↓
城
端
桜
ヶ
池
公
園
↓

福
光
南
砺
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
↓
城
端 

②
城
端
↓
福
光
Ｉ
Ｏ
Ｘ
ア
ロ
ー
ザ
↓
福
野

安
居
寺
↓
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
四
季
彩
館
・
公

園
↓
砺
波
広
域
圏
消
防
本
部
↓
城
端 

③
城
端
↓
利
賀
富
永
一
朗
と
が
漫
画
館
↓

平
五
箇
山
和
紙
の
里
↓
上
平
桂
湖
↓
上
平

世
界
遺
産
・
菅
沼
合
掌
集
落
↓
城
端 

申
込
期
限
　
７
月
15
日（
金
） 

 

市
県
民
税
が
変
わ
り
ま
す 

  

配
偶
者
特
別
控
除
が
一
部
廃
止
に
な
り

ま
す 

　
昨
年
ま
で
は
、
パ
ー
ト
な
ど
の
給
与
収

入
が
１
０
３
万
円
未
満
の
配
偶
者
が
い
る

と
配
偶
者
控
除
及
び
配
偶
者
特
別
控
除
の

ど
ち
ら
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

平
成
17
年
度
か
ら
は
、
配
偶
者
控
除
の
み

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
給
与
収
入
が
１

０
３
万
円
を
超
え
１
４
１
万
円
未
満
の
配

偶
者
が
い
る
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

配
偶
者
特
別
控
除
の
み
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
金
額
は
、
配
偶
者
の
収
入
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。） 

配
偶
者
の
市
県
民
税
均
等
割
の
非
課
税

措
置
が
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
ま
す 

　
こ
れ
ま
で
は
、
市
県
民
税
均
等
割
の
納

税
義
務
の
あ
る
夫
と
生
計
を
一
に
す
る
妻

で
夫
と
同
じ
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
の

場
合
は
、
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
均

等
割
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
平
成
17
年
度
か
ら
こ
の
非
課
税
措
置

が
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
、
妻
の
所
得
金
額

が
一
定
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
均
等
割

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
均
等
割
額
に
つ

い
て
は
、
平
成
17
年
度
は
２
千
円
、
平
成

18
年
度
以
降
は
４
千
円
に
な
り
ま
す
。 

自
衛
官
募
集 

   

募
集
種
目
　
２
等
陸
・
海
・
空
士 

受
付
期
間 

　
７
月
１
日（
金
）〜
９
月
16
日（
金
） 

応
募
資
格
　
日
本
国
籍
を
有
し
、
平
成
18

年
３
月
高
校
・
短
大
等
卒
業
（
見
込
み
）

の
方
、
ま
た
は
平
成
18
年
４
月
１
日
現
在
、

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
方 

試
験
日
　
９
月
19
日（
月
）お
よ
び
20
日（
火
） 

　
※
た
だ
し
女
子
の
方
は
、25
日（
日
） 

ア
ド
レ
ス 

http://w
w
w
.toyam

a.plo.jda.g
o.jp

庄
川
上
流
地
域
見
学
会
参
加
者
募
集 

   
テ
ー
マ 

　
　
「
庄
川
源
流
部
の
自
然
と
文
化
」 

と
き
　
７
月
29
日（
金
）　 

　
　
　
午
前
７
時
20
分
集
合 

集
合
場
所
　
砺
波
郷
土
資
料
館 

主
な
見
学
地
　
荻
町
合
掌
集
落
、
御
母
衣

ダ
ム
、
魚
帰
り
滝
、
庄
川
源
流
部
、
高
山

市
六
厩
（
旧
荘
川
村
）
な
ど 

定
員
　
先
着
35
名 

参
加
費
　
３，
０
０
０
円（
昼
食
代
含
む
） 

申
込
期
限
　
７
月
22
日（
金
） 

税
務
課
　
　
内
線
１
１
１
〜
１
１
３ 

砺
波
散
村
地
域
研
究
所 

　
　
　
　
　
　
　
　  

３２ 

ー 

２
３
３
９ 

自
衛
隊
砺
波
募
集
案
内
所 

（
本
町
６
―
11
）
　  

３３ 

ー 

３
７
９
７ 

企
画
調
整
課
　
　
　
内
線
２
０
４
 

市の農業と農家の皆さんの利益を守るために 

7月10日は農業委農業委員選挙選挙の投票の投票日です 
砺波市選挙管理委員会事務局　　内線２１１ 

　７月10日（日）は、市の農業委員会委員選挙の投票日です。農業委
員会は、農業のいろいろな問題を解決したり、農業と農家の利益を
代表する機関として、法に基づき設置されている行政委員会です。 
　委員会は、選挙によって選ばれる委員21名、市議会や農業関
係機関の推せんによって市長が選任する委員６名、計27名で構
成されています。 

　選挙の日程 

　告　　　示　７月３日（日） 
　立候補届出　７月３日（日）午前８時30分～午後５時 
　投　票　日　７月10日（日）午前７時～午後８時 

 　投票できる方と立候補できる方 

　  選挙区内に住所のある方 
　  投票できるのは３月31日現在で満20歳以上の方、 
　  立候補できるのは７月10日現在で満20歳以上の方 
　 10アール以上の農地を耕作し経営している方、その人と同居
　　する親族か配偶者で年間60日以上農業に従事している方 
　＊１月10日までに農業委員会へ選挙人名簿登載申請書を提出し、
　　選挙人名簿に登載された方に限ります。 

 　選挙区及び定数 

　第１選挙区（３人）…五鹿屋・東野尻・鷹栖 
　第２選挙区（４人）…出町・若林・林・高波 
　第３選挙区（５人）…庄下・油田・南般若・柳瀬・太田 
　第４選挙区（５人）…中野・東山見・青島・雄神・種田 
　第５選挙区（４人）…般若・東般若・栴檀野・栴檀山 

 　入場券 

　　投票ができる方には、 投票日の前日までに 入場券を郵送し
　ます。（ただし、投票が行われる選挙区のみ） 

 　投票所 

　　市内25ヵ所の投票所で行われます。投票所の場所は入場券
　に記載してあります。 

 　期日前・不在者投票 

　　投票日当日、仕事などの都合により投票所へ行けない方は、
　期日前・不在者投票ができます。詳しくは、選挙管理委員会事
　務局までお問い合わせください。 

7月10日は農業委員選挙の投票日です 

● 

● 

● 

● 
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１２ 

体
験
・
見
学
会
の
ご
案
内 

   

と
き
　
７
月
11
日（
月
）〜
29
日（
金
） 

午
前
９
時
〜
午
後
４
時（
土
・
日
・
祝
日
除
く
。
） 

場
所
　
マ
ー
シ
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

内
容
　
利
用
者
の
自
宅
ま
で
の
送
迎
は
可

能
で
す
。
入
浴
、
食
事
、
リ
ハ
ビ
リ
等
の

サ
ー
ビ
ス
が
体
験
で
き
ま
す
。 

費
用
　
食
事
代
４
０
０
円 

対
象
　
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方 

第
　
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動 

標
語
募
集 

  

　
法
務
省
主
唱
の
“社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
”
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更

生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非

行
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る

全
国
的
な
運
動
で
す
。 

テ
ー
マ
　
　「
犯
罪
や
非
行
の
防
止
」ま
た
は
、

「
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
更
生
」 

募
集
期
間
　
７
月
１
日（
金
）〜
31
日（
日
） 

応
募
先
　
〒
１
０
０
‐
８
９
７
７ 

東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関
１
‐
１
‐
１ 

法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
広
報
室 

（
は
が
き
表
面
に
「
社
明
標
語
」
と
朱
書

し
て
く
だ
さ
い
。） 

 

た
ん
ぽ
ぽ
ひ
ろ
ば 

  

　
出
町
青
葉
幼
稚
園
で
は
、
未
就
園
児
の

み
な
さ
ま
に
園
舎
・
園
庭
を
開
放
し
て
お

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。
み
ん
な
で
一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

と
き
　
７
月
12
日（
火
） 

　
　
　
午
前
10
時
10
分
〜
11
時
30
分 

場
所
　
出
町
青
葉
幼
稚
園 

内
容
　
―
楽
し
い
水
あ
そ
び
― 

　
〜
着
替
え
を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
〜 

※
当
園
で
は
、
“一時
預
か
り
保
育
”を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

５６ 

出
町
青
葉
幼
稚
園
　
３２ 

ー 

２
８
４
８ 

マ
ー
シ
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

南
砺
市
谷
１
４
２
　
　
８２ 

ー 

６
０
０
０ 

社
会
福
祉
課
　
　
　
内
線
１
２
６
 

国民年金保険料 
納付が困難な場合は申請手続きを！ 

国民健康保険税についてのお知らせ 

　保険料の免除を受けられるかどうかは、前年の所得によって判断されるため、
毎年申請をする必要があります。免除および若年者納付猶予の承認期間は、
７月から翌年６月末までです。平成17年６月末までに申請され承認を受けた
方で、７月からの免除希望の方も申請が必要です。なお、学生納付特例の承
認期間は４月から翌年３月までです。 

●申請免除を受けられるのはこんな場合 
　前年の所得が一定額以下の場合。所得額や扶養親族の数によって基準が定
められています。申請免除には、全額免除と半額免除があります。 

●30歳未満で所得が少ない方は若年者納付猶予 
　本人および配偶者の所得が一定額以下の場合には、世帯主の所得にかかわ
らず「若年者納付猶予制度」があります。申請して認められると、保険料の
納付が猶予され後払いにすることができます。 

●学生の場合は学生納付特例制度 
　本人の所得が一定額以下の学生の場合には、「学生納付特例制度」を申請
します。申請して認められると、在学中の保険料を後払いにすることができ
ます。 

　みなさんに納めていただく保険税は、医療費や出産育児一時金などの費用
にあてるための貴重な財源です。なお、国民健康保険税の納税義務者は世帯
主であり、世帯主本人が加入していない場合でも、世帯主に課税されます。
今年度より新市の税率となり、納付回数も年８回（７月～18年２月）に分け
て、納めていただくことになります。  
○平成17年度の年間保険税（４月から３月までの12ヵ月分）は次の方法で
計　算した額によります。 

　経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難 
な場合には、次のような制度があります。 

申請免除、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度 

問合せ　富山社会保険事務所砺波事務所　　３３－１１６５ 
　　　　市民課国保年金係　　　　　　　　内線１３６～１３９ 
　　　　庄川支所市民福祉課　　　　　　　８２－１９０２ 

問合せ　保険証等については　市民課国保年金係　　内線１３８・１３９ 
　　　　課税については　　　税務課市民税係　　　内線１１１・１１２ 

～国民年金についての相談・お問い合わせ先～ 

Ａ　医療保険分 
①所得割額（所得に応じて） 
（国保の被保険者に係る前年の総所得金額－基礎控除33万円）×6.8％ 
②均等割額　　加入者１人につき年間　　　　　20,000円 
③平等割額　　１世帯につき年間　　　　　　　21,000円 
 
Ｂ　介護保険分（国保に加入している人の中で、第2号被保険者（40歳以上 
　　　　　　　　65歳未満の人）がいる場合） 
④所得割額（所得に応じて） 
（第２号被保険者に係る前年の総所得金額－基礎控除33万円）×0.75％ 
⑤資産割額（資産に応じて） 
　第２号被保険者に係る今年度の固定資産税額×1.0％ 
⑥均等割額　　第２号被保険者１人につき年間　 4,500円 
⑦平等割額　　１世帯につき年間　　　　　　　 3,600円 

年税額＝Ａ（①＋②＋③）＋Ｂ（④＋⑤＋⑥＋⑦） 

となみ 　広報　広報　 となみ 　広報　 2005.7



１３ 

入
浴
施
設
等
利
用
券
の
引
換
え
が 

お
済
み
で
な
い
方
は 

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？ 

   

　
平
成
17
年
度
よ
り
市
内
在
住
の
75
歳
以

上
（
４
月
１
日
現
在
）
の
方
を
対
象
に
、

高
齢
者
入
浴
施
設
等
利
用
券
の
配
布
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。 

　
対
象
者
の
方
に
は
、
４
月
下
旬
か
ら
５

月
上
旬
に
か
け
て
、
は
が
き
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
利
用
券
を
希
望
さ
れ
る
方
で
、

ま
だ
引
換
え
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
は

が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
は
が
き
を

持
参
の
上
、
高
齢
児
童
課
ま
た
は
庄
川
支

所
市
民
福
祉
課
ま
で
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

※
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
報
５
月

号
に
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

 

第
　
回
ぼ
だ
い
樹
祭 

   

　
精
神
障
害
者
授
産
施
設
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

と
な
み
野
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
の
交

流
夏
祭
り
を
開
催
し
ま
す
。 

と
き
　
８
月
６
日（
土
）午
後
４
時
〜
７
時 

場
所
　
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
な
み
野 

イ
ベ
ン
ト
　
利
用
者
発
表
、
出
町
保
育
所

キ
ッ
ズ
ソ
ー
ラ
ン
、
庄
西
中
学
校
ブ
ラ
ス

バ
ン
ド
部
マ
ー
チ
ン
グ
演
奏
、
と
な
み
野

高
等
学
校
音
楽
部
コ
ー
ラ
ス
、
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
、
手
作
り
作
品
販
売
、
こ
ど
も

ひ
ろ
ば
、
喫
茶
、
屋
台
な
ど 

石
綿
障
害
予
防
規
則
が
制
定 

   
　
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
に
よ
る
労
働
者

の
肺
が
ん
、
中
皮
腫
そ
の
他
の
健
康
障
害

防
止
対
策
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
事

業
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
特
定
科
学
物
質
等

障
害
予
防
規
則
に
お
い
て
の
対
策
か
ら
、

『
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
厚
生
労
働
省
令

第
21
号
）
平
成
17
年
２
月
24
日
公
布
』
に

よ
る
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。（
平
成
17
年
７
月
１

日
施
行
） 

１
日
ミ
ニ
ド
ッ
ク
健
診
が 

　
　
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た 

  

　
病
気
の
早
期
発
見
と
治
療
を
目
的
に
日

帰
り
で
で
き
る
総
合
健
診
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
あ
な
た
の
健
康
管
理
を

見
つ
め
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

健
診
日
　
毎
週
月
〜
金
曜
日 

　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜（
約
半
日
程
度
） 

実
施
場
所
・
健
診
内
容
に
つ
い
て
の
お
問

合
せ
先
　
砺
波
市
健
康
セ
ン
タ
ー
３
階
健

診
セ
ン
タ
ー
（
砺
波
総
合
病
院
内
）
　
32

―

３
３
２
０
（
内
線
３
３
０
０
）
ま
で
。 

申
込
先
　
市
民
課
国
保
年
金
係
ま
で 

　
　
　 
33
―

１
１
１
１
（
内
線
１
３
９
） 

　
　
庄
川
支
所
市
民
福
祉
課 

　
　
　 
82
―

１
９
０
２ 

※
必
ず
１
日
ミ
ニ
ド
ッ
ク
健
診
希
望
の
旨

　
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。 

対
象
者
　
市
内
在
住
で
勤
務
先
等
で 

　
　
　
　
受
診
す
る
機
会
の
な
い
方 

各
日
定
員
　
５
名
程
度 

申
込
締
切
日
　
８
月
１
日
〜
８
月
末
日
分

の
受
診
希
望
は
７
月
20
日（
水
）ま
で
。 

検
査
費
用
　
８，
０
０
０
円 

　
　
　
（
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。） 

検
査
内
容
　
身
体
計
測
、
眼
科
・
聴
力
、

呼
吸
器
、
循
環
器
、
消
化
器
、
肝
機
能
、

脂
質
検
査
、
尿
・
腎
臓
機
能
検
査
、
血
液

一
般
検
査
、
血
糖
検
査 

※
そ
の
他
、オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
が
あ
り
ま
す
。 

１０ 

富
山
労
働
局
安
全
衛
生
課 

　
　
　
０
７
６
ー 

４
３
２ 

ー 

２
７
３
１ 

市
民
課
　
　
　
　
　
内
線
１
３
８
 

高
齢
児
童
課
　
　
　
内
線
１
５
６ 

市
民
福
祉
課
　
　
　
８２ 

ー 

１
９
０
２ 

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
な
み
野 

　
　
　
　
　
　
　
　
３３ 

ー 

５
０
４
４ 

意欲に満ちた方を求めています 

試験区分および受験資格 
 
　消防職員（初級）　若干名 
　　昭和60年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれ
た方。砺波広域圏内に住所を有する方。消防職員として職
務遂行に必要な体力と健康を有する方。（身体の基準があ
ります。） 
 
　水道事業所技術職員　１名 
　　昭和54年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれ
た方。理学、衛生学、工学等を履修した大学卒業または卒
業予定者。生物学、工業化学等を履修した短大卒業または
卒業予定者。砺波広域圏内に住所を有する方。 

 
　社会福祉法人わらび学園児童指導員　１名 
　　昭和50年４月２日から昭和59年４月１日までに生ま
れた方。児童指導員任用資格者または取得予定者で大学卒
業または卒業予定者。 

 
第一次試験 
 
　と　　き　9月18日（日） 
　会　　場　砺波市役所 
　試験科目 
　　消防職員…教養試験、作文、適性検査、体力テスト 
　　水道事業所技術職員……教養試験、作文 
　　わらび学園児童指導員…教養試験、作文 
　受付期間　７月４日（月）～８月５日（金） 
　　　　　　午前8時30分～午後5時15分 
　　＊受験票は、受付期間終了後、受験案内通知書を一緒に
　　　郵送します。 
　申込方法・申込先 
　　　受験案内に添付の申込書に必要事項を記入の上、砺波

広域圏事務組合事務局へ提出または郵送してください。
（詳しくは、「受験案内」によります。） 

　　＊受験案内は、砺波広域圏事務局、砺波広域圏水道事業
　所、砺波広域圏消防本部にあります。 

～砺波広域圏事務組合職員・ 
　　　社会福祉法人わらび学園職員募集～ 

砺波広域圏事務組合事務局（砺波市役所内） 
　　内線４４１～４４４ 

意欲に満ちた方を求めています 意欲に満ちた方を求めています 
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